
私たちが毎月受けとっている賃金は下記のような経緯を踏まえながら決定されてい

ます。毎月ただ受けとるだけでなく自分の労働の対価という思いで受けとってもらいた

いと思います。 
 
≪賃金決定の仕組み≫ 
 私たち公務員は労働者でありながら、労働基本権の一部（争議権）が制約されていま

す。この制約の代償が人事院勧告になります。従って当然のごとく人事院勧告は速やか

に実施されるものです。しかし、政府は財政難を理由に過去、値切ったり、実施しなか

った事もありました。 
 人事院勧告が出されてから県内では下記のようにして賃金改定が行われます。労働組

合の存在意義が確認できるところです。 
 
 
          勧 告           
                                                        

 （３～４回程度）               賃金は労働条件の最たるものなので 
          ・人事院勧告で問題に             労使合意なくして追給の支給はあり 
           なる点                   えない。 

・鹿児島県的課題につ 
           いて勧告にいれるよ 
           う要請  
 
 
 事前に 1～2 回程度交渉がある 
  
鹿教組  
高教組        人事委員会勧告を受けて           11 月下旬 
県職員労働組合      要求書の提出 現場動員を含めた 4 労働組合 
県短職員労働組合                      (県公労)が交渉する。 
 
                                 ここで交渉がまとまらないと 
                     支給なし 

人事委員会 県 知 事 

要求書 

交渉 

県公労(下の 4 団体) 要求書 

総務部長 
(知事の代理） 

確定交渉 

12 月末追給支給 条例改正 交渉成立 
 


